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朝
鮮
人
国
役
令
の
変
遷
に
つ
い
て上

村

順

造

は
じ
め
に

　

朝
鮮
通
信
使
一
行
は
、
淀
・
京
都
～
江
戸
間
は
陸
路
を
と
っ
た
。

信
使
一
行
を
遅
滞
な
く
逓
送
す
る
た
め
に
は
多
大
な
人
馬
の
動
員
を

要
し
た
。
幕
府
は
逓
送
に
要
す
る
人
馬
の
動
員
を
二
つ
の
動
員
方
式

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
っ
た（

１
）。
一
つ
は
大
名
課
役

と
し
て
大
名
を
指
定
し
乗
馬
お
よ
び
馬
具
を
提
供
さ
せ
る
方
式
。
い

ま
一
つ
は
百
姓
課
役
と
し
て
信
使
の
経
路
に
あ
た
る
国
々
を
指
定

し
、
そ
の
国
内
の
村
々
か
ら
領
主
を
介
し
て
国
役
に
よ
っ
て
人
馬
を

動
員
す
る
方
式
（
＝
「
朝
鮮
人
国
役（

２
）」）
で
あ
る
。

　

従
来
、
前
者
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
論
考
が
な
さ
れ
て
き
た

が（
３
）、
後
者
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
史
、
近
世
陸
上
交
通
史
の
な

か
で
、
通
行
の
一
形
態
と
し
て
通
信
使
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
関
連
資

料
解
釈
の
た
め
に
、
幕
府
が
そ
の
都
度
発
令
し
た
国
役
令
が
断
片
的

に
引
用
解
説
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
国
役
令
そ
の
も
の
を
主
題

と
し
て
そ
の
変
遷
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

本
稿
は
、
史
料
上
の
制
約
か
ら（

４
）対
象
を
第
７
次
（
天
和
度
）
か
ら

第
12
次
（
文
化
度
）
に
限
定
し
、
幕
府
が
通
信
使
招
聘
に
際
し
、
そ

の
都
度
発
令
し
た
国
役
令
を
時
系
列
に
整
理
し
、
天
和
～
文
化
の
間

に
国
役
令
が
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
国
役
令
変
遷
の
整
理
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
仮
説

と
し
て
次
の
３
段
階
を
設
定
し
た
。

②
第
１
段
階
（
天
和
・
正
徳
度
）　

正
人
馬
動
員
を
た
て
ま
え
と
す

る
段
階

②
第
２
段
階
（
享
保
度
）　

人
馬
動
員
を
全
面
的
に
町
人
請
負
制
に

変
更
し
、
新
た
に
国
役
金
制
度
を
設
定
し
た
段
階

③
第
３
段
階
（
延
享
・
宝
暦
・
文
化
度
）
享
保
度
に
設
定
さ
れ
た
国
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役
金
制
度
が
固
定
化
さ
れ
た
段
階

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
国
役
令
の
変
遷
に
あ
わ
せ
て
、
従
来
ふ
れ
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
馬
割
代
官
の
変
遷
に
つ
い
て
も
言
及
し
て

お
き
た
い
。
人
馬
割
代
官
は
、
国
役
令
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
幕
府

が
任
命
配
置
し
た
実
務
担
当
官
で
あ
り
、
そ
の
変
遷
に
言
及
す
る
の

は
、
国
役
令
の
変
遷
と
密
接
に
連
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一　

第
１
段
階　

正
人
馬
動
員
を
た
て
ま
え
と
す
る
段
階

（
天
和
・
正
徳
度
）

　
　

Ⅰ　

天
和
度

　

五
代
将
軍
綱
吉
の
将
軍
襲
職
祝
賀
の
通
信
使
が
対
馬
に
到
着
し
た

の
は
天
和
二
年
（
１
６
８
２
）
年
六
月
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
信
使
一

行
逓
送
た
め
の
人
馬
動
員
令
を
発
令
し
た
の
は
同
年
六
月
一
日
で
あ

る
。　

　

天
和
国
役
令

　
　
　
　

 

覚

　

山
城　

大
和　

和
泉　

河
内　

摂
津　

近
江　

丹
波　

播
磨

　

美
濃　

三
河　

遠
江　

駿
河　

伊
豆　

相
模　

武
蔵

右
国
中
知
行
有
之
面
々
、
當
秋
朝
鮮
人
来
朝
之
節
、
又
帰
国
之

節
も
人
馬
出
候
様
に
、其
場
所
之
御
代
官
所
よ
り
可
相
触
候
間
、

其
趣
無
滞
可
被
出
候
、
以
上
、

　
　
　

戌
六
月
朔
日

�

（『
通
航
一
覧
』
巻
三
十
五
）

　

幕
府
は
、通
信
使
来
日
に
そ
な
え
山
城
以
下
十
五
ケ
国
を
指
定
し
、

そ
の
国
の
知
行
主
が
代
官
（
人
馬
割
代
官
）
の
触
に
し
た
が
い
遅
滞

な
く
人
馬
を
出
動
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
指
定
十
五
ケ
国
は

こ
の
の
ち
固
定
さ
れ
る
に
こ
と
に
な
る
が
、
上
方
八
ケ
国
と
信
使
の

経
路
に
あ
た
る
七
ケ
国
で
あ
る（

５
）。
但
し
、
信
使
経
路
の
主
要
の
一
国

で
あ
る
尾
張
は
指
定
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
尾
張
が
人
馬

動
員
を
免
除
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く（

６
）、
尾
張
一
国
が

御
三
家
筆
頭
の
尾
張
徳
川
氏
の
一
円
支
配
の
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

尾
張
一
国
の
人
馬
動
員
は
、
尾
張
藩
に
一
任
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

国
役
令
発
令
の
三
日
後
、
幕
府
朝
鮮
人
御
用
掛
、
勘
定
奉
行
大
岡

清
重
、
大
目
付
彦
坂
重
治
、
寺
社
奉
行
水
野
忠
春
の
連
名
で
、
各
地

に
任
命
配
置
さ
れ
た
人
馬
割
代
官
に
通
達
が
発
せ
ら
れ
た（

７
）。
そ
の
通

達
に
天
和
度
の
人
馬
割
代
官
の
配
置
が
記
さ
れ
て
お
り
、
天
和
度
の

人
馬
割
代
官
の
任
命
、
配
置
が
ど
の
よ
う
な
に
な
さ
れ
た
か
を
示
し

て
い
る
。
い
ま
、
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
た
人
馬
割
代
官
の
配
置
を
、

天
和
度
の
信
使
の
江
戸
参
向
の
行
程
、
代
官
の
陣
屋
所
在
地
と
あ
わ

せ
て
表
示
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
な
る
。
→
別
掲
「
天
和
度
人
馬
割
代

官
表
」
参
照
の
こ
と
。
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表
に
よ
れ
ば
、
幕
府
は
、
淀
・
京
よ
り
江
戸
ま
で
の
全
区
間
を
泊

宿
を
も
と
に
10
区
間
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
間
に
そ
の
地
の
豪
族

的
世
襲
代
官
２
名
（
神
奈
川
～
江
戸
は
１
名
）、
計
1９
名
を
配
置
し

て
い
る
。
信
使
逓
送
を
遅
滞
な
く
お
こ
な
う
た
め
、
幕
府
は
万
全
の

人
馬
動
員
体
制
を
と
っ
て
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
表

は
、
信
使
の
逓
送
が
泊
宿
に
人
馬
を
結
集
し
泊
宿
間
を
継
送
り
方
式

で
お
こ
な
う
こ
と
を
基
本
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
こ
の

表
に
よ
れ
ば
、
彦
根
～
大
垣
間
、
名
古
屋
～
岡
崎
間
は
人
馬
割
代
官

が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
尾
張

藩
に
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
近
江
は
国
役
指
定
国
で
あ
る
が
こ
の
区

間
は
彦
根
藩
に
人
馬
動
員
が
一
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

天
和
の
国
役
令
が
、
各
地
に
お
い
て
ど
の
よ
う
実
施
さ
れ
か
、
三

河
田
原
藩
領
（
１
万
２
千
石
）
の
事
例
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　

天
和
二
年
七
月
二
十
九
日
付
け
で
「
朝
鮮
人
吉
田
よ
り
浜
松
ま
で

送
る
人
馬
割
」、
同
年
九
月
十
四
日
付
け
で
「
朝
鮮
人
帰
国
ニ
付
吉

田
よ
り
岡
崎
ま
で
送
人
馬
割
」
が
、
岡
崎
―
浜
松
間
を
担
当
す
る
人

馬
割
代
官
鈴
木
八
右
衛
門
よ
り
田
原
藩
に
通
達
さ
れ
た
。
吉
田
よ
り

浜
松
ま
で
の
送
り
人
馬
と
し
て
裸
馬（

８
）1３
匹
、
荷
馬
３1
匹
、
人
足
３９
人
、

吉
田
よ
り
岡
崎
ま
で
の
送
り
人
馬
と
し
て
裸
馬
1４
匹
、
荷
馬
５４
匹
、

人
足
１
３
３
人
を
日
時
を
指
定
し
吉
田
に
集
結
す
る
こ
と
命
じ
て
い

る（
９
）。
こ
の
人
馬
割
に
指
定
さ
れ
た
吉
田
宿
へ
の
人
馬
動
員
は
ど
の
よ

う
に
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
田
原
藩
領
２４
ケ
村
か
ら
直
接
正
人
馬

を
吉
田
宿
に
差
し
出
す
方
式
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
吉
田
―
浜
松
間

は
吉
田
下
町
、
御
油
町
の
町
人
が
、
吉
田
―
岡
崎
間
は
、
白
須
賀
宿
、

吉
田
宿
の
町
人
が
落
札
し
、
請
負
に
よ
っ
て
、
所
定
の
人
馬
の
調
達

を
お
こ
な
っ
て
い
る）

10
（

。
朝
鮮
人
国
役
の
人
馬
動
員
が
町
人
請
負
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
天
和
の
頃
に
は
、
す
で
に
一
般
化
し
て
い

た
。
た
だ
、
天
和
の
頃
す
べ
て
の
村
の
人
馬
動
員
が
請
負
化
し
た
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
三
河
刈
谷
藩
領
の
11
ケ
村
で
は
「
天
和

年
中
来
朝
之
節
、
人
馬
賃
銭
ニ
罷
成
リ
、
大
分
賃
銭
掛
り
申
候
ニ
付
、

御
百
姓
共
迷
惑
仕
、
帰
国
之
節
ハ
御
願
申
上
ケ
、
人
馬
に
て
相
勤
申

候）
11
（

」
と
請
負
に
よ
る
賃
銭
支
払
が
か
え
っ
て
村
に
と
っ
て
は
負
担
が

大
き
く
な
り
願
出
に
よ
り
正
人
馬
動
員
に
切
り
替
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

結
局
、
幕
府
は
天
和
令
に
お
い
て
正
人
馬
動
員
を
た
て
ま
え
と
し

な
が
ら
、
実
際
の
動
員
方
式
と
し
て
は
正
人
馬
動
員
方
式
と
町
人
請

負
に
よ
る
動
員
方
式
と
両
様
の
方
式
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

Ⅱ　

正
徳
度

　

六
代
将
軍
家
宣
の
将
軍
襲
職
祝
賀
の
通
信
使
が
対
馬
に
到
着
し
た

の
は
正
徳
元
年
（
１
７
１
１
）
七
月
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
信
使
一
行

逓
送
た
め
の
人
馬
動
員
令
を
発
令
し
た
の
は
同
年
六
月
で
あ
る
。
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正
徳
国
役
令

　
　
　
　
　

覚

　

山
城　

大
和　

和
泉　

河
内　

摂
津　

近
江　

丹
波　

播
磨

　

美
濃　

三
河　

遠
江　

駿
河　

伊
豆　

相
模　

武
蔵

右
、
国
々
知
行
所
有
之
面
々
、
當
七
月
八
月
頃
朝
鮮
人
来
聘
之

節
并
帰
国
之
時
も
、
人
馬
出
候
儀
御
代
官
よ
り
可
相
触
候
間
、

無
遅
滞
可
差
出
旨
、
知
行
所
え
前
廉
急
度
申
付
置
、
至
其
節
役

人
付
置
、
無
相
違
様
ニ
可
被
申
付
候
以
上
、

　
　
　

六
月

�

（『
御
触
書
寛
保
集
成
』
五
十
―
２
９
７
３
）

　　

正
徳
令
は
、
1５
ケ
国
を
指
定
し
、
そ
の
国
の
知
行
主
に
正
人
馬
動

員
を
命
じ
て
お
り
、そ
の
内
容
は
天
和
令
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
役
令
実
施
に
あ
た
っ
て
の
動
員
方
式
は
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。

　

正
徳
令
発
令
の
５
日
後
、
正
徳
元
年
六
月
七
日
、
朝
鮮
人
御
用
掛

の
勘
定
奉
行
大
久
保
忠
香
、
荻
原
重
秀
、
大
目
付
松
平
乗
宗
、
千
石

久
尚
、
寺
社
奉
行
本
多
忠
晴
の
連
印
で
東
海
道
・
美
濃
路
通
江
戸
よ

り
京
、
京
よ
り
淀
ま
で
の
宿
中
宛
に
通
達
が
発
せ
ら
れ
た
。
い
ま
、

そ
の
一
部
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

〈
史
料
１
〉

一
泊
々
宿
々
ニ
而
人
馬
次
替
候
間
、
其
宿
之
人
馬
者
不
及
申
、

間
之
宿
よ
り
も
御
定
之
通
、
東
海
道
者
一
宿
よ
り
人
足
五
拾

人
・
馬
五
拾
疋
宛
泊
宿
江
出
之
、
其
外
定
助
・
大
助
村
々
之

人
馬
為
差
出
、
其
上
ニ
も
不
足
之
所
者
近
国
村
々
よ
り
人
馬

集
之
可
継
送
、
委
細
割
付
之
儀
者
人
馬
割
御
代
官
よ
り
可
相

触
之
条
、
其
趣
を
以
御
料
者
御
代
官
、
私
領
者
地
頭
よ
り
相

触
、
往
返
共
無
滞
様
可
仕
事

一
来
聘
之
節
、
彦
根
よ
り
大
坂
〔
大
垣
カ
〕
迄
、
名
護
屋
〔
よ

り
脱
カ
〕
岡
崎
迄
、帰
国
之
時
名
護
屋
よ
り
大
坂
〔
大
垣
カ
〕

迄
、
彦
根
よ
り
守
山
迄
、

右
之
所
々
者
領
主
よ
り
人
馬
被
差
出
之
間
、
寄
人
馬
ニ
不
及
事

�

（「
御
伝
馬
方
旧
記）
1２
（

」）

　

こ
の
通
達
で
幕
府
は
、
今
回
の
人
馬
動
員
は
①
泊
宿
・
泊
宿
間
の

宿
の
人
馬
、
②
定
助
・
大
助
の
人
馬
、
③
不
足
の
場
合
は
近
国
の
村
々

の
人
馬
を
泊
宿
に
結
集
す
る
方
針
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
彦
根
―
大
垣
間
、
名
古
屋
―
岡
崎
間
、
帰
国
時
の
名

古
屋
―
岡
崎
間
、
彦
根
―
守
山
間
は
領
主
人
馬
差
出
と
し
天
和
度
と

同
様
、
尾
張
藩
・
彦
根
藩
に
そ
の
動
員
は
一
任
さ
れ
た
。
朝
鮮
人
逓

送
に
宿
・
助
郷
の
人
馬
を
充
て
る
と
い
う
方
式
が
、
正
徳
度
に
初
め

て
と
ら
れ
た
人
馬
動
員
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
、こ
の
方
式
に
対
し
、

江
戸
大
伝
馬
町
・
南
伝
馬
町
の
町
人
が
「
来
ル
秋
朝
鮮
人
并
対
馬
守

様
御
当
地
御
出
立
之
人
馬
、
両
伝
馬
町
之
者
相
勤
候
様
被
仰
渡
奉
驚
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入
候
・
・
・
・
先
年
よ
り
朝
鮮
人
人
馬
之
儀
一
切
相
勤
不
申
候）
1３
（

」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　

幕
府
に
よ
る
人
馬
動
員
方
式
の
こ
の
転
換
は
、
元
禄
七
年
（
１
６

９
４
）の
助
郷
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
元
禄
七
年
、

幕
府
は
幕
府
管
轄
の
主
要
街
道
の
全
宿
駅
に
助
郷
帳
を
下
付
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
各
宿
駅
近
傍
諸
村
落
を
領
有
関
係
に
と
ら
わ
れ
ず
付

属
助
郷
に
指
定
、助
郷
勤
高
に
基
づ
き
人
馬
を
助
郷
村
か
ら
徴
発
し
、

助
郷
村
か
ら
の
人
馬
の
徴
発
を
宿
駅
の
問
屋
の
権
限
に
よ
っ
て
実
施

す
る
こ
と
を
保
証
し
た）

1４
（

。
こ
の
改
革
に
よ
り
主
要
街
道
の
宿
駅
・
助

郷
制
に
よ
る
横
断
的
編
成
が
完
成
し
た）

1５
（

。
元
禄
七
年
の
助
郷
制
度
の

確
立
を
ふ
ま
え
、
幕
府
は
朝
鮮
人
逓
送
の
人
馬
動
員
方
式
を
宿
駅
・

助
郷
制
度
を
全
面
的
に
活
用
す
る
方
式
に
切
り
替
え
た
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

宿
駅
・
助
郷
を
中
核
と
し
た
動
員
方
式
に
よ
っ
て
、
人
馬
割
代
官

の
任
命
・
配
置
も
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。（
→
別
掲
人
馬
割
代
官
表

参
照
）
正
徳
度
は
全
区
間
を
淀
・
京
―
新
居
と
舞
坂
―
江
戸
の
２
区

間
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
３
名
、
計
６
名
を
配
置
任
命
し
た
。
天
和

度
が
全
区
間
を
10
区
間
に
わ
け
1９
名
を
配
置
し
た
の
に
比
し
て
大
幅

な
削
減
で
あ
る
。
任
命
さ
れ
た
代
官
も
天
和
度
が
そ
の
地
の
豪
族
的

代
官
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
正
徳
度
の
代
官
は
信
使
経
路
の
地
域
と

は
関
係
を
も
た
な
い
官
僚
的
代
官
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
更

は
、
正
徳
度
に
あ
っ
て
は
人
馬
動
員
の
実
務
は
宿
駅
の
問
屋
が
担
当

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
人
馬
割
代
官
の
任
務
が
担
当
区
域
の

村
々
の
人
馬
割
付
け
が
主
要
な
任
務
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ

ろ
う
。

　

正
徳
令
が
各
地
で
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
か
、
こ
こ
で
は
美
濃

路
の
泊
宿
で
あ
る
大
垣
へ
の
人
馬
寄
せ
の
例
を
あ
げ
る）

1（
（

。
正
徳
令
が

発
令
さ
れ
た
正
徳
元
年
六
月
、
幕
府
は
今
須
・
関
ヶ
原
・
垂
井
・
大

垣
の
４
宿
に
各
宿
人
足
５0
人
、
馬
５0
疋
宛
、
合
計
人
足
２
０
０
人
・

馬
２
０
０
疋
を
大
垣
に
動
員
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
加
え
て

助
郷
か
ら
の
動
員
が
命
じ
ら
れ
る
。
助
郷
動
員
は
４
宿
以
外
に
墨
俣

宿
助
郷
、
起
宿
助
郷
を
加
え
た
６
宿
助
郷
に
大
垣
へ
の
動
員
が
命
じ

ら
れ
た
。
こ
う
し
て
大
垣
以
下
６
宿
の
助
郷
と
不
足
分
を
補
う
た
め

大
垣
町
近
辺
の
助
郷
以
外
の
村
か
ら
合
計
馬
１
０
１
８
疋
・
人
足
２

８
０
人
、
こ
れ
に
４
ケ
宿
の
伝
馬
役
２
０
０
疋
・
歩
行
役
２
０
０
人

を
合
わ
せ
て
、
総
合
計
馬
１
２
１
８
疋
・
人
足
４
８
０
人
が
大
垣
に

集
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
正
徳
令
の
実
施
に
当
た
り

〈
史
料
１
〉
に
記
さ
れ
た
宿
駅
人
馬
・
助
郷
人
馬
・
助
郷
以
外
の
村

の
人
馬
を
も
っ
て
す
る
と
い
う
動
員
方
式
が
通
達
通
り
に
実
施
さ
れ

た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

正
徳
度
に
お
い
て
、
村
々
か
ら
の
人
馬
調
達
方
式
は
前
述
し
た
三

河
刈
谷
藩
領
11
ケ
村
で
は
「
来
朝
帰
国
共
人
馬
に
て
相
勤
申
候）

1（
（

」
と

正
人
馬
を
差
し
出
し
て
い
る
が
、
駿
河
掛
川
宿
・
三
島
宿
で
は
請
負

に
よ
る
人
馬
調
達
が
行
わ
れ
て
い
る）

1９
（

。
幕
府
は
天
和
度
と
同
じ
く
正

人
馬
に
よ
る
調
達
、
請
負
に
よ
る
調
達
と
両
様
の
調
達
方
式
を
容
認
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し
て
い
る
の
で
あ
る）
２0
（

。

二　

第
２
段
階　

町
人
請
負
制
に
よ
る
動
員
と
国
役
金
制

の
制
定
（
享
保
度
）

　

八
代
将
軍
吉
宗
の
将
軍
襲
職
を
賀
す
通
信
使
が
、
対
馬
に
到
着
し

た
の
は
享
保
四
年
（
１
７
１
９
）
六
月
。
幕
府
が
享
保
令
（
Ａ
１
）

を
発
令
し
た
の
は
五
月
で
あ
っ
た
。
五
月
の
法
令
は
六
月
に
大
幅
に

改
定
さ
れ
る
（
Ａ
２
）。
通
信
使
帰
国
後
の
享
保
六
（
１
７
２
１
）

年
三
月
、
幕
府
は
人
馬
賃
銭
を
賄
う
た
め
国
役
金
徴
収
を
命
ず
る
法

令
（
Ｂ
）
を
通
達
す
る
。

　
　
　
　

享
保
国
役
令

Ａ
１　

　
　
　
　
　
　

覚

　

山
城　

大
和　

和
泉　

河
内　

摂
津　

近
江　

丹
波　

播
磨

　

美
濃　

三
河　

遠
江　

駿
河　

伊
豆　

相
模　

武
蔵

右
国
々
知
行
所
有
之
面
々
、
當
秋
朝
鮮
人
来
聘
之
節
并
帰
国
時

も
、
人
馬
出
候
儀
御
代
官
よ
り
可
相
触
候
間
、
無
遅
滞
可
差
出

旨
、
知
行
所
え
前
廉
急
度
申
付
置
、
無
相
違
様
ニ
可
被
申
付
候

以
上
、

　
　
　

五
月

�

（『
御
触
書
寛
保
集
成
』
五
十
―
２
９
９
０
）

Ａ
２　

　
　
　
　
　
　

覚

　

山
城　

大
和　

和
泉　

摂
津　

河
内　

近
江　

丹
波　

播
磨

　

美
濃　

三
河　

遠
江　

駿
河　

伊
豆　

相
模　

武
蔵

右
国
々
知
行
所
有
之
面
々
、
當
秋
朝
鮮
人
来
朝
之
節
并
帰
国
之

時
も
、
人
馬
出
候
儀
御
代
官
よ
り
可
相
触
候
間
、
無
滞
可
差
出

之
旨
相
触
候
得
共
、
請
負
通
し
人
馬
ニ
相
極
、
右
賃
銀
高
割
に

て
取
立
筈
ニ
候
間
、
追
て
御
代
官
よ
り
触
可
在
之
候
以
上
、

　
　
　

六
月

�

（『
御
触
書
寛
保
集
成
』
五
十
―
２
９
９
６
）

Ｂ

去
々
亥
秋
朝
鮮
人
来
朝
に
付
、
城
州
淀
よ
り
江
戸
迄
道
中
往
来

之
人
馬
賃
金
、
五
畿
内
、
近
江
、
丹
波
、
播
磨
、
美
濃
、
尾
張
、

参
河
、
遠
江
、
駿
河
、
伊
豆
、
相
模
、
武
蔵
、
右
、
国
々
へ
国

役
懸
り
に
成
候
間
、
可
有
其
心
得
事
、

一
右
人
馬
役
跡
々
も
国
役
割
合
に
て
指
出
候
処
、
各
別
之
多
少
有

之
、
又
は
可
相
除
謂
も
無
之
村
方
も
、
役
金
懸
り
を
除
候
類
も

有
之
に
付
、
此
度
吟
味
之
上
可
相
除
分
は
左
に
記
し
、
其
外
は

役
金
懸
り
候
筈
に
候
、
且
又
船
橋
掛
ケ
候
所
々
、
其
役
村
と
申

候
而
入
用
之
品
々
差
出
候
村
々
有
之
候
得
共
、
其
役
掛
り
は
纔
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之
品
を
出
候
品
も
多
候
、雖
然
船
橋
役
と
申
相
勤
候
義
候
へ
は
、

外
村
之
掛
り
よ
り
は
相
減
、
左
之
通
に
候
事
、

　

船
橋
役
村
々
之
外
は　
　

高
百
石
に
付
金
三
分
、
銀
五
匁
宛

　

船
橋
役
之
村
々
は　
　
　

高
百
石
に
付
金
一
分
、
二
朱
宛

右
割
合
を
以
御
領
、
私
領
共
、
高
役
金
書
面
之
通
取
立
之
、
五

畿
内
、
近
江
、
丹
波
、
播
磨
八
ヶ
国
は
大
坂
御
金
蔵
、
濃
州
よ

り
武
州
迄
東
海
道
筋
国
々
は
、
江
戸
御
金
蔵
へ
可
被
相
納
候

但
、
金
は
後
藤
包
、
銀
は
常
是
包
に
て
、
四
月
晦
日
限
、
江

戸
大
坂
共
に
可
有
上
納
候

一
銀
両
替
は
、
金
壱
両
銀
五
拾
匁
宛
之
積
り
た
る
へ
き
事

一
御
朱
印
地
、
寺
社
領
高
、
并
諸
役
御
免
許
之
謂
有
之
村
高
は
、

役
銀
掛
り
除
之
候
事

但
、
此
役
掛
り
相
除
候
村
々
は
、
其
わ
け
委
細
遂
吟
味
、
是

又
御
領
者
御
代
官
、
私
領
者
領
主
、
地
頭
よ
り
、
書
付
御
勘

定
所
へ
可
被
指
出
候
、

一
東
海
道
、
中
山
道
、
日
光
、
甲
州
道
中
駅
場
高
、
并
其
駅
へ
道

中
奉
行
よ
り
證
文
渡
し
置
候
定
助
之
人
馬
差
出
候
村
々
は
、
役

金
掛
り
除
之
候
事
、

　

但
、
右
同
断
、

一
役
金
取
立
上
納
相
済
候
上
に
て
、
右
国
々
に
有
之
銘
々
知
行
高

委
細
書
付
、
且
又
寺
社
領
其
外
右
可
除
村
方
有
之
分
は
、
其
趣

外
書
に
記
可
被
指
出
候
事
、

一
船
橋
役
村
之
分
は
、
是
又
御
領
、
私
領
共
、
何
方
之
船
橋
役
相

勤
候
と
申
訳
、
并
其
村
高
共
に
書
付
、
上
納
金
相
済
候
上
に
て
、

被
指
出
候
書
付
之
内
に
、
一
ヶ
條
書
加
へ
可
被
指
出
候
事

但
、
支
配
頭
有
之
面
々
は
、
右
書
付
支
配
頭
へ
可
被
指
出
候
、

支
配
頭
方
よ
り
御
勘
定
所
へ
可
被
指
出
候
、　

以
上

　

丑
三
月　
　
　
　

松
平
対
馬
守　

横
田
備
中
守

　
　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
下
野
守　

萩
原
源
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

松
岡
弥
太
郎　

辻
六
郎
左
衛
門

�

（
傍
線
は
、
筆
者
）

�

（『
通
航
一
覧
』
巻
百
十
八
）

　

享
保
四
年
（
１
７
１
９
）
五
月
、
信
使
の
来
日
に
そ
な
え
国
役
令

（
Ａ
１
）
を
発
令
す
る
。
そ
の
内
容
は
天
和
・
正
徳
令
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
六
月
に
は
従
来
の
国
役
令
を
大
幅
に
変

更
し
た
国
役
令
（
Ａ
２
）
を
発
令
す
る
。
Ａ
２
で
は
、
今
回
の
人
馬

動
員
は
「
請
負
通
し
人
馬
」
で
行
い
そ
の
「
賃
銀
」
は
「
高
割
に
て

取
立
」
る
と
し
て
い
る
。
従
来
の
、
人
馬
割
代
官
に
よ
る
人
馬
割
に

も
と
づ
き
泊
宿
に
寄
人
馬
し
継
送
り
す
る
方
式
を
改
め
、
人
馬
動
員

は
請
負
人
に
任
せ
、
通
し
人
馬
方
式
で
行
い
、
そ
の
賃
銀
は
高
割
で

後
日
取
り
立
て
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

享
保
度
の
請
負
人
に
よ
る
人
馬
動
員
は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た

か
。
享
保
四
年
八
月
、
朝
鮮
人
御
用
勘
定
組
頭
奥
野
忠
兵
衛
は
対
馬
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藩
江
戸
家
老
平
田
直
兵
衛
へ
の
手
紙
の
な
か
で
「
此
度
は
先
達
て
如

申
入
候
、
請
負
通
し
人
馬
に
付
、
淀
よ
り
新
居
迄
は
京
都
の
者
請
負
、

舞
坂
よ
り
江
戸
本
願
寺
迄
は
江
戸
の
者
請
負
候）

２1
（

」
と
伝
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
享
保
度
は
全
行
程
を
淀
―
新
居
、
舞
坂
―
江
戸
の
２
区

間
に
わ
け
、
そ
の
区
間
を
通
し
人
馬
で
京
都
商
人
と
江
戸
商
人
が
一

括
請
負
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
淀
―
新
居
間
に

つ
い
て
は
京
都
所
司
代
立
会
い
の
も
と
、
人
足
に
つ
い
て
は
往
復
毎

日
３
千
人
の
見
積
も
り
で
京
都
町
人
河
内
屋
善
衛
門
が
２
千
２
百
貫

目
で
落
札
し
、
馬
に
つ
い
て
は
往
復
２４
日
、
毎
日
６
百
匹
の
見
積
も

り
で
、菊
屋
久
兵
衛
が
落
札
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）

２２
（

。
た
だ
、

京
都
・
江
戸
の
町
人
に
よ
る
一
括
請
負
と
い
っ
て
も
、実
際
に
は
「
人

馬
請
負
人
ハ
草
津
・
駿
府
・
品
川　

右
三
ケ
宿
問
屋
請
申
候）

２３
（

」
と
あ

る
よ
う
に
街
道
筋
の
問
屋
が
区
間
を
区
切
り
分
担
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

享
保
度
の
人
馬
動
員
は
、
町
人
請
負
に
委
ね
ら
れ
幕
府
が
直
接
関

与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
延
享
度
の
こ
と
で
あ
る

が
、
正
徳
・
享
保
度
の
人
馬
動
員
の
実
績
に
関
す
る
道
中
奉
行
の
問

い
合
わ
せ
に
対
し
、
藤
沢
宿
の
問
屋
は
「
享
保
四
亥
年
ハ
藤
沢
宿
御

泊
り
ニ
御
座
候
得
共
、町
人
請
負
通
人
馬
ニ
而
御
通
り
被
成
候
ニ
付
、

人
馬
数
等
不
奉
存
候）

２４
（

」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
は
人
馬
割
代
官
を
任
命
配
置
す
る
必
要
は

な
か
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
享
保
度
の
人
馬
割
代
官
は
検
証
で
き

な
か
っ
た
。
も
し
、
五
月
の
段
階
で
任
命
さ
れ
た
と
し
て
も
、
後
述

す
る
宝
暦
度
と
同
じ
く
「
人
馬
割
御
用
懸
御
免
」
と
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
。

　

享
保
四
年
六
月
の
国
役
令
で
、
動
員
は
請
負
通
人
馬
で
行
い
、
そ

の
賃
銀
は
あ
ら
た
め
て
高
割
で
取
り
立
て
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
享

保
六
年
三
月
、
国
役
金
の
徴
収
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。
Ｂ
は
、
こ
の

時
、
発
令
さ
れ
た
国
役
金
徴
集
令
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

国
役
金
は
、
淀
よ
り
江
戸
ま
で
の
「
道
中
往
来
人
馬
賃
銭
」
と
し

て
、
従
来
の
指
定
1５
ケ
国
に
尾
張
を
加
え）

２５
（

1（
ケ
国
を
対
象
と
し
「
国

役
懸
り
」
で
課
し
、
高
百
石
に
付
金
三
分
、
銀
五
匁
を
御
料
・
私
領

を
問
わ
ず
免
除
地
を
除
き
一
律
に
取
立
て
、
上
方
八
ケ
国
は
大
坂
金

蔵
に
、
美
濃
以
東
の
八
ケ
国
は
江
戸
金
蔵
に
納
入
す
る
こ
と
命
じ
て

い
る
。
上
納
期
限
は
一
ケ
月
後
の
四
月
と
す
る
。

　

享
保
度
の
国
役
金
制
の
制
定
に
つ
い
て
、
従
来
、
天
和
・
正
徳
期

に
一
般
化
す
る
正
人
馬
動
員
の
代
金
納
化
の
延
長
と
し
て
と
ら
え
、

そ
の
体
制
化
を
は
か
っ
た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の

差
異
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
正
人
馬
動
員
の
代

金
納
は
、
①
人
馬
割
代
官
の
割
り
付
け
を
前
提
と
し
、
割
り
付
け
ら

れ
た
人
馬
数
を
調
達
す
る
た
め
に
支
払
わ
れ
②
そ
の
納
入
先
は
請
負

人
で
あ
っ
た
。
一
方
国
役
金
は
①
人
馬
動
員
の
有
無
は
関
係
な
く
国

内
一
律
に
総
高
割
と
し
て
課
せ
ら
れ
、
②
そ
の
納
入
先
は
幕
府
の
金

蔵
で
あ
る
。
請
負
人
へ
の
支
払
い
は
金
蔵
か
ら
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
が
、
も
し
そ
こ
に
余
剰
が
生
ず
れ
ば
そ
れ
は
幕
府
の
財
源
と
な

り
得
る
の
で
あ
る
。

　

享
保
度
に
創
設
さ
れ
た
国
役
金
は
、
人
馬
賃
銭
の
徴
収
を
名
目
と

し
な
が
ら
、
従
来
の
正
人
馬
動
員
の
代
金
納
制
と
異
な
り
、
人
馬
動

員
の
有
無
に
は
関
係
な
く
国
内
一
律
に
均
一
に
課
せ
ら
れ
、
そ
の
収

益
は
幕
府
財
源
に
な
し
得
る
点
に
お
い
て
、
租
税
と
し
て
の
性
格
を

も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

享
保
度
の
人
馬
動
員
は
、
請
負
通
し
人
馬
と
国
役
金
徴
集
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
動

員
方
式
に
対
し
、
正
徳
・
享
保
両
度
の
通
信
に
同
行
し
た
対
馬
藩
儒

官
雨
森
芳
洲
は
、『
交
隣
提
醒
』
の
な
か
で
「
正
徳
年
中
に
は
所
々

よ
り
出
る
人
馬
共
に
余
計
有
之
、
差
碍
候
事
無
之
、
天
和
年
も
其
通

り
に
有
之
由
に
候
処
、
享
保
年
に
は
請
負
に
成
候
ゆ
へ
甚
差
支
へ
、

日
本
の
御
外
聞
不
宜
候
」
と
批
判
し
、
天
和
・
正
徳
の
例
に
戻
す
べ

き
だ
と
提
言
し
て
い
る
。
町
人
請
負
通
し
人
馬
方
式
は
必
ず
し
も
幕

府
の
思
惑
通
り
に
は
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三　

第
３
段
階　

国
役
金
制
度
の
固
定
化
の
段
階
（
延
享

・
宝
暦
・
文
化
度
）

　
　

Ⅰ　

延
享
度

　

九
代
将
軍
家
重
の
将
軍
襲
職
を
賀
す
通
信
使
が
対
馬
に
到
着
し
た

の
は
寛
延
元
年（
１
７
４
８
）二
月
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
国
役
令（
Ａ
）

を
発
令
し
た
の
は
延
享
四
年
（
１
７
４
７
）
十
二
月
、
国
役
金
徴
集

（
Ｂ
）
を
命
じ
た
の
は
寛
延
二
年
（
１
７
４
９
）
九
月
で
あ
る
。

　
　
　
　

延
享
国
役
令

Ａ
　
　
　
　
　

覚

　

山
城　

大
和　

和
泉　

河
内　

摂
津　

近
江　

丹
波　

播
磨

　

美
濃　

三
河　

遠
江　

駿
河　

伊
豆　

相
模　

武
蔵

右
国
々
領
分
并
知
行
所
有
之
面
々
、
来
辰
年
四
月
頃
朝
鮮
人
来

朝
之
節
并
帰
国
之
時
分
ニ
も
人
馬
出
候
儀
、
御
代
官
よ
り
可
相

触
候
間
、
無
遅
滞
可
差
出
旨
、
領
分
并
知
行
所
え
前
廉
急
度
申

付
置
、
其
節
ニ
至
り
役
人
附
置
、
無
相
違
様
可
被
申
付
候
、
以

上
、

　
　
　

十
二
月

�

（『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
三
三
―
１
６
１
８
）

Ｂ

去
辰
年
、
朝
鮮
人
来
朝
并
帰
国
之
節
、
人
馬
割
諸
御
入
用
、
其

外
御
賄
方
入
用
共
、
先
格
之
通
、
山
城
大
和
河
内
和
泉
摂
津
近

江
丹
波
播
磨
美
濃
三
河
遠
江
駿
河
伊
豆
相
模
武
蔵
国
御
料
私
領

国
役
懸
候
筈
に
付
、
此
度
割
合
候
、
尤
禁
裏
御
料
御
門
跡
領
公

家
衆
家
領
御
朱
印
寺
社
領
、
本
海
道
宿
場
并
助
郷
御
伝
馬
役
勤

候
村
高
、
朝
鮮
人
御
用
に
付
人
馬
差
出
、
或
は
渡
場
船
橋
役
御



― 73 ―

賄
御
用
と
し
て
、
人
足
等
差
出
候
村
方
、
其
外
前
々
よ
り
訳
有

之
、
高
懸
り
諸
役
免
除
高
等
之
分
除
之
、
其
余
は
拝
領
高
込
高

新
田
改
出
等
、都
而
其
村
々
有
高
百
石
に
付
金
三
分
宛
、其
所
々

通
用
次
第
金
に
而
成
と
も
銀
に
し
て
成
と
も
、
尤
銀
も
六
拾
目

替
之
積
、
村
々
よ
り
取
立
之
、
来
午
二
月
を
限
、
大
和
丹
波
は

京
都
三
井
三
郎
助
、
山
城
近
江
は
同
所
島
本
三
郎
九
郎
、
摂
津

河
内
和
泉
播
磨
は
大
坂
平
野
屋
又
右
衛
門
、
同
所
鴻
池
屋
善
右

衛
門
方
へ
相
納
、
美
濃
よ
り
武
蔵
ま
て
七
ヶ
国
之
分
は
、
御
代

官
船
橋
安
右
衛
門
、
山
本
平
八
郎
両
人
之
内
へ
可
相
納
候
事
、

一
右
高
懸
り
金
納
済
候
上
に
て
、
別
紙
案
文
之
通
書
付
、
并
納

済
候
節
之
請
取
手
形
共
に
、
御
勘
定
所
へ
可
被
差
出
候
事
、

一
朝
鮮
人
御
用
勤
候
村
々
之
内
、
御
賄
方
へ
鶏
差
出
候
下
村
、

御
扶
持
方
被
下
人
足
勤
候
村
方
、
玉
薬
被
下
候
諸
役
村
高
等

之
分
は
、
半
高
懸
り
、
百
石
に
付
金
壱
分
弐
朱
宛
之
積
り
た

る
へ
く
候

其
余
少
分
之
役
勤
分
共
、
除
高
并
半
高
懸
り
之
内
へ
は
不
入
候

而
、
一
統
割
合
之
通
り
取
立
、
上
納
可
有
之
候
事
、
以
上

　
　
　

巳
九
月　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
所

�

（『
通
航
一
覧
』
巻
百
十
八
）

　

Ａ
は
、
幕
府
が
享
保
度
の
請
負
通
し
人
馬
方
式
を
改
め
、
天
和
・

正
徳
の
正
人
馬
動
員
方
式
に
戻
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
延
享
度

の
人
馬
動
員
は
、
人
馬
割
代
官
の
通
達
に
「
来
辰
年
朝
鮮
人
来
朝
ニ

付
き
人
馬
附
送
之
儀
、
藤
沢
・
戸
塚
・
保
土
谷
宿
ハ
先
年
差
出
シ
候

通
り
、
助
郷
村
々
之
儀
、
高
百
石
ニ
当
り
先
年
之
通
り
人
馬
差
出
シ

候
積
り
、
猶
又
不
足
之
分
ハ
助
郷
外
拾
里
之
内
村
々
よ
り
為
差
出
、

右
御
用
無
滞
為
相
勤
可
申
旨
被
為
仰
出
候
条
、
可
奉
得
其
意
事）

２（
（

」
と

あ
り
、
①
宿
駅
人
馬
、
②
助
郷
人
馬
、
③
助
郷
以
の
村
々
人
馬
を
順

次
動
員
す
る
、
正
徳
度
の
宿
駅
・
助
郷
制
を
中
核
と
す
る
寄
人
馬
動

員
方
式
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
村
々
か
ら
の
実
際
の
人
馬

調
達
の
実
態
は
、〈
史
料
２
〉
に
示
す
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

　

〈
史
料
２
〉

一
先
達
而
其
宿
村
々
へ
申
渡
置
候
通
、
此
度
之
義
ハ
寄
人
馬
ニ

而
為
勤
候
様
従　

公
儀
被
仰
出
候
処
、
去
冬
よ
り
当
春
迄
町

人
相
廻
り
、
人
馬
請
負
可
仕
旨
我
等
共
申
渡
シ
候
と
申
之
、

権
威
を
以
右
宿
々
村
々
問
屋
并
役
人
ニ
対
談
い
た
し
候
様
ニ

申
談
相
廻
り
候
由
、
先
達
而
申
渡
シ
候
通
り
内
証
相
対
之
儀

者
勝
手
次
第
可
致
候
、
左
候
而
者
名
主
組
頭
ハ
買
上
馬
ニ
指

添
可
罷
出
候
、
間
違
等
有
之
候
得
者
、
其
村
々
不
調
法
ニ
相

成
り
候
、
人
馬
請
負
与
申
儀
我
等
共
よ
り
申
付
候
筋
ニ
決
而

無
之
候
間
、
可
得
其
意
候
事

右
之
趣
得
其
意
、
村
下
ニ
名
主
印
形
い
た
し
、
刻
附
を
以
早
々

相
廻
シ
、
留
り
村
よ
り
我
等
共
屋
敷
へ
可
相
返
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蓑　

笠
之
助
（
人
馬
割
代
官
）
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佐
々
新
十
郎
（
人
馬
割
代
官
）

　
　

藤
沢
宿　
　
　

問
屋　

年
寄

　
　

寄
村
　々
　
　

庄
屋　

年
寄

右
之
趣
問
屋
よ
り
相
触
、
村
々
請
印
取
之
可
差
出
候
、
以
上

（「
延
享
四
年
正
月
よ
り　

朝
鮮
人
来
朝
に
つ
き
宿
方
御
用
留）

２（
（

」）

　

村
々
か
ら
の
人
馬
調
達
に
際
し
、
請
負
人
が
、
幕
府
が
請
負
動
員

を
命
じ
て
い
る
と
称
し
て
、
宿
々
村
々
の
問
屋
役
人
に
強
圧
的
に
交

渉
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
、
人
馬
割
代
官
は
「
内
証
相

対
之
儀
者
勝
手
次
第
」
と
請
負
人
馬
の
一
般
化
の
現
状
を
許
容
し
な

が
ら
、
一
方
で
「
人
馬
請
負
与
申
儀
我
等
共
よ
り
申
付
候
筋
決
而
無

之
候
」
と
、
今
回
の
人
馬
動
員
が
、
人
馬
請
負
を
幕
府
自
ら
が
命
じ

た
享
保
度
と
異
な
り
正
人
馬
動
員
を
た
て
ま
え
と
す
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
結
局
、
実
際
の
村
か
ら
の
人
馬
調
達
を
請
負
に
よ
る
調

達
に
す
る
か
、
正
人
馬
指
出
に
す
る
か
、
幕
府
は
両
様
の
方
式
を
認

め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
天
和
・
正
徳
度
と
変
わ
ら
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
、
享
保
度
の
幕
府
に
よ
る
請
負
方
式
の
導
入
に
よ

っ
て
、
朝
鮮
人
国
役
の
人
馬
調
達
に
際
し
、
請
負
方
式
が
よ
り
一
般

化
し
、
延
享
度
、
幕
府
が
あ
ら
た
め
て
正
人
馬
動
員
の
た
て
ま
え
を

強
調
す
る
事
態
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

延
享
度
の
人
馬
割
代
官
は
、
正
徳
度
と
同
じ
く
６
名
で
い
ず
れ
も

信
使
径
路
と
は
関
係
な
い
官
僚
的
代
官
で
あ
る
。
そ
の
配
置
は
、
全

区
間
に
1（
の
拠
点
を
お
き
、
そ
の
間
を
２
名
一
組
で
巡
回
す
る
方
式

で
正
徳
度
と
は
異
な
る
。（
別
掲
人
馬
割
代
官
表
）

Ｂ
　

Ａ
発
令
の
半
年
後
、
寛
延
二
年
九
月
、
国
役
金
徴
集
令
Ｂ
が
通
達

さ
れ
た
。
人
馬
割
御
用
、
賄
方
御
用
と
し
て
、
百
石
に
付
金
３
分
を

国
役
指
定
国
1５
ケ
国
を
対
象
に
国
役
懸
り
で
御
料
私
領
を
と
わ
ず
一

律
に
村
々
よ
り
取
り
立
て
、
上
方
８
ケ
国
は
幕
府
指
定
の
京
都
・
大

坂
の
商
人
へ
、
美
濃
～
武
蔵
の
７
ケ
国
は
幕
府
指
定
の
江
戸
の
担
当

代
官
に
納
入
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

　

延
享
度
の
国
役
金
制
度
は
、
享
保
度
の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
同
一

で
あ
る
。
し
か
し
延
享
度
に
お
い
て
は
、
幕
府
は
人
馬
動
員
令
Ａ
を

発
令
し
な
が
ら
一
方
で
国
役
金
徴
集
令
Ｂ
を
発
令
し
て
い
る
。
人
馬

動
員
を
実
現
す
る
為
で
あ
れ
ば
天
和
・
正
徳
度
と
同
じ
く
Ａ
発
令
だ

け
で
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
享
保
度
の
場
合
、
人
馬
動

員
は
民
間
請
負
人
に
一
任
し
、
幕
府
は
国
役
金
の
み
を
徴
集
し
た
。

請
負
人
に
動
員
を
命
じ
た
動
員
令
と
国
役
金
徴
集
令
と
は
整
合
性
を

も
つ
。
し
か
し
延
享
度
の
場
合
、
動
員
令
と
国
役
金
徴
集
令
と
は
整

合
性
を
も
た
な
い
。
人
馬
を
出
し
た
村
は
国
役
金
も
課
せ
ら
れ
ニ
重

役
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
幕
府
は
こ
の
不
整
合
性
を
解
決
す

た
め
、
享
保
度
の
免
除
規
定
に
は
な
か
っ
た
「
朝
鮮
人
御
用
に
付
人

馬
指
出
村
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
令
間
に
あ
る
矛
盾
を
解

消
し
た
。
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延
享
度
、
幕
府
が
本
来
整
合
性
を
持
た
な
い
両
令
を
そ
れ
を
承
知

で
あ
え
て
発
令
し
た
の
は
、
朝
鮮
人
国
役
令
の
実
施
の
な
か
で
国
役

金
徴
集
が
占
め
る
比
重
が
増
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
国
役

金
が
租
税
的
要
素
を
も
ち
、
幕
府
財
源
の
補
填
と
な
り
得
る
と
す
る

幕
府
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　

Ⅱ　

宝
暦
度

　

十
代
将
軍
家
治
の
将
軍
襲
職
を
賀
す
通
信
使
が
対
馬
に
到
着
し
た

の
は
宝
暦
十
三
年
（
１
７
６
３
）
十
月
で
あ
る
。
幕
府
が
国
役
令
Ａ

を
発
令
し
た
の
は
宝
暦
十
三
年
（
１
７
６
３
）
四
月
、
国
役
金
徴
集

令
Ｂ
は
翌
明
和
元
年
（
１
７
６
４
）
九
月
に
発
令
さ
れ
た
。

　
　
　
　

宝
暦
国
役
令

Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗　

対
馬
守

前
々
朝
鮮
人
来
朝
之
節
、
道
中
往
来
人
馬
割
、
従　
　

公
儀
被

仰
付
候
得
共
、
當
未
年
来
朝
之
節
は
、
従
大
坂
、
江
戸
迄
道
中

往
還
宿
々
人
馬
一
式
、
其
方
引
請
ニ
被　

仰
付
候
間
、
被
得
其

意
、
来
朝
帰
国
之
節
共
、
随
分
順
路
ニ
差
支
無
之
様
可
被
取
計

候
、
右
為
入
料
、
金
九
萬
七
千
両
可
被
下
候
、
委
細
之
儀
は
、

池
田
筑
後
守
、
一
色
安
芸
守
、
安
藤
弾
正
少
弼
、
古
坂
与
七
郎

え
可
被
承
合
候

　
　
　

四
月
四
日

�

（『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
三
三
―
１
６
１
８
）

Ｂ

明
和
元
年
甲
申
九
月　

日

当
申
年
朝
鮮
人
来
朝
并
帰
国
之
節
、
人
馬
割
、
諸
入
用
其
外
御

賄
方
入
用
共
、
先
格
之
通
山
城
・
大
和
・
河
内
・
和
泉
・
摂
津

・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
・
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江
・
駿
河

・
伊
豆
・
相
模
・
武
蔵
、
御
料
、
私
領
へ
国
役
懸
り
候
に
付
、

此
度
割
合
候
、
尤
禁
裏
御
料
、
御
門
跡
領
、
公
家
衆
家
領
、
御

朱
印
寺
社
領
、
東
海
道
宿
場
并
助
郷
御
伝
馬
役
勤
候
村
高
、
朝

鮮
人
御
用
に
付
渡
場
、
船
橋
役
御
賄
御
用
と
し
て
人
足
等
指
出

候
村
方
、
其
外
前
々
よ
り
訳
有
之
、
高
掛
り
諸
役
免
除
高
等
之

分
除
之
、
其
余
は
御
領
知
高
、
込
高
、
新
田
改
出
等
、
都
而
其

村
々
有
高
百
石
に
付
金
三
両
壱
分
、
永
百
弐
拾
五
文
つ
つ
其
所

之
通
用
次
第
、
金
に
て
成
共
、
銀
に
て
成
共
、
尤
銀
は
六
拾
三

匁
替
之
積
り
、
村
々
よ
り
御
取
立
之
、
来
る
十
二
月
を
限
り
、

大
和
・
丹
波
は
京
都
三
井
三
郎
助
、
山
城
・
近
江
は
同
所
島
本

三
郎
九
郎
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
は
大
坂
平
野
屋
五
兵

衛
・
鴻
池
屋
善
右
衛
門
方
へ
御
納
、
美
濃
よ
り
武
蔵
迄
八
ヶ
国

之
分
は
、
於
江
戸
御
代
官
吉
田
久
左
衛
門
・
山
本
平
八
郎
両
人

之
内
へ
御
納
可
被
成
候
事

一
右
高
懸
り
金
納
済
候
上
、
別
紙
案
文
之
通
、
書
付
并
御
納
候

節
之
請
取
手
形
共
に
、
御
勘
定
所
へ
御
指
出
可
被
成
候
事



― 76 ―

一
朝
鮮
人
諸
御
用
勤
候
村
々
之
内
、
御
賄
方
へ
鶏
差
出
候
一
役

村
方
、
御
扶
持
方
被
下
人
足
勤
候
村
方
、
玉
薬
被
下
猪
役
勤

候
村
方
、
右
村
高
等
之
分
半
高
懸
り
、
百
石
に
付
金
壱
両
弐

分
、
永
百
八
拾
八
文
宛
之
積
り
た
る
へ
く
候
、
其
余
少
分
之

役
勤
候
分
は
、
除
高
并
半
高
懸
り
之
内
ハ
は
不
入
候
間
、
一

統
割
合
之
通
御
取
立
御
納
可
被
成
候
事
、
以
上

（「
公
儀
御
触
留
四
十
八
」

�

『
日
本
財
政
経
済
史
料　

四
巻
』
所
載
）

　

Ａ
は
、
幕
府
が
前
回
の
人
馬
動
員
方
式
を
大
幅
に
変
更
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
大
坂
―
江
戸
間
の
朝
鮮
人
往
来
に
要
す
る
人
馬
動

員
は
幕
府
は
関
与
せ
ず
、
一
切
を
対
馬
藩
に
任
せ
、
そ
の
費
用
と
し

て
同
藩
に
金
９
万
７
千
両
を
一
括
支
給
す
る
。
こ
れ
は
対
馬
藩
を
民

間
請
負
人
と
置
き
換
え
れ
ば
、
享
保
度
の
動
員
方
式
と
原
理
的
に
は

同
一
で
あ
り
、
そ
の
復
活
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
宝
暦
度
の
国
役
令
の
実
施
に
あ
た
っ
て
人
馬
動
員

を
課
す
人
馬
割
代
官
の
配
置
も
不
要
と
な
っ
た
。

　

〈
史
料
３
〉

朝
鮮
人
来
朝
人
馬
之
儀
、
宗
対
馬
守
一
式
引
請
ニ
被
仰
付
、
自

分
共
人
馬
割
御
用
懸
り
御
免
被
仰
付
候
、
依
之
朝
鮮
人
泊
宿
々

去
秋
中
致
地
取
置
候
人
馬
留
矢
来
場
御
入
用
無
之
ニ
付
、
定
杭

早
々
可
取
払
候
、

此
廻
状
早
々
可
継
送
候
、
已
上

　
　

未
四
月
十
日

　
　
　
　
　

真
野
惣
十
郎 

印　

辻
六
郎
左
衛
門 

印

　
　
　
　
　

前
沢
藤
十
郎 

印
な
し　

横
山
伝
右
衛
門 

印
な
し

　
　
　
　
　

内
方
鉄
五
郎
郎 

印　

小
田
切
新
五
郎 

印

品
川
よ
り
東
海
道　

美
濃
路　

江
州
彦
根　

大
津
よ
り
伏
見
通

り
淀
迄

　
　
　

右
宿
　々

問
屋

　
　
　
　
　
　
　

年
寄

（「
宝
暦
十
三
歳　

朝
鮮
人
御
用　

御
廻
状
留
帳
」
櫛
田
家
蔵）

２（
（

）

　

Ａ
の
対
馬
藩
一
括
引
請
令
を
う
け
、
人
馬
割
代
官
６
名
が
人
馬
割

御
用
懸
り
御
免
と
な
っ
た
こ
と
、
人
馬
寄
せ
の
た
め
の
矢
来
場
は
無

用
と
な
り
撤
去
す
る
こ
と
を
信
使
径
路
に
あ
た
る
宿
々
に
通
達
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
従
来
、
幕
府
あ
る
い
は
町
人
一
括
請
負
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
信
使
逓
送
を
対
馬
藩
は
ど
の
よ
う
に
達
成
し
た
の
か
。

　

〈
史
料
４
〉

　
　

乍
恐
口
上
之
覚

一
朝
鮮
人
来
朝
ニ
付
、
宗
対
馬
守
様
御
役
人
衆
先
達
而
御
通
り
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之
節
、
人
馬
請
負
ニ
相
成
候
ニ
付
、
宿
々
積
り
書
指
出
し
申

候
様
ニ
被
仰
聞
候
ニ
付
、
三
宿
申
合
参
向
之
節
ハ
名
古
屋
よ

り
岡
崎
迄
、
帰
国
之
節
ハ
名
古
屋
よ
り
大
垣
迄
入
札
仕
積
り

書
差
送
り
可
申
と
奉
存
候
、
仍
之
御
達
申
上
候
、
以
上

　
　
　

未
六
月　
　
　
　
　
　
　
　

鳴
海
宿
問
屋　

義
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熱
田
宿
問
屋　

与
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
洲
宿
問
屋　

惣
兵
衛

　
　

郡
御
奉
行
所

�

（「
未
年　

朝
鮮
人
并
琉
球
人
留
帳
」
櫛
田
家
蔵）
２９
（

）

　

Ａ
を
う
け
、
派
遣
さ
れ
た
対
馬
藩
役
人
に
対
し
、
宿
泊
地
名
古
屋

近
辺
の
鳴
海
・
熱
田
・
清
州
宿
の
問
屋
が
３
宿
合
宿
で
参
向
時
は
名

古
屋
～
岡
崎
間
、
帰
国
時
は
名
古
屋
～
大
垣
間
を
請
負
う
入
札
見
積

書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

対
馬
藩
は
大
坂
―
江
戸
間
の
信
使
逓
送
に
要
す
る
人
馬
動
員
を
、

街
道
筋
の
宿
々
と
交
渉
し
、
合
宿
請
負
に
よ
っ
て
達
成
し
た
の
で
あ

る
。

　

Ｂ
は
、
宝
暦
度
の
国
役
金
徴
集
が
延
享
度
の
そ
れ
と
基
本
的
に
は

同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
延
享
度
と
の
主
な
相
違
点
は

①
賦
課
対
象
国
が
1５
ケ
国
か
ら
尾
張
を
加
え
て
享
保
度
と
同
じ
く
1（

ケ
国
と
さ
れ
て
い
る
、
②
免
除
地
か
ら
「
朝
鮮
人
御
用
に
付
人
馬
差

出
」
村
が
除
か
れ
て
い
る
、
③
国
役
金
の
高
額
化
、
の
三
点
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
①
、
②
は
、
宝
暦
度
の
人
馬
動
員
方
式
が
対
馬
藩
一
括
請

負
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
変
更
で
あ
る
。
宝
暦
度
に
あ
っ
て
は

人
馬
動
員
令
と
国
役
金
徴
集
令
と
は
整
合
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の

点
で
は
享
保
度
方
式
へ
の
回
帰
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
③
で
あ
る
。

③
で
今
回
の
国
役
金
を
高
百
石
に
付
金
三
両
一
分
、
永
百
二
十
五
文

と
し
て
い
る
。
こ
の
額
は
享
保
度
の
金
三
分
銀
五
匁
、
延
享
度
の
金

三
分
に
比
し
て
、
大
幅
な
増
額
で
あ
る
。
幕
府
が
国
役
金
を
幕
府
財

源
を
補
填
す
る
租
税
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
徴
集
に
重
点
を
お
く

姿
勢
が
延
享
度
に
比
し
一
層
強
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

Ⅲ
文
化
度

　

十
一
代
将
軍
家
斉
の
将
軍
襲
職
を
賀
す
通
信
使
の
招
聘
は
家
斉
の

将
軍
襲
職
か
ら
２４
年
後
、
文
化
八
年
（
１
８
１
１
）
年
、
対
馬
に
お

い
て
実
施
さ
れ
た
。
所
謂
「
易
地
聘
礼
」
で
あ
る
。
幕
府
が
国
役
金

徴
集
令
を
発
し
た
の
は
文
化
五
年
１
８
０
８
）
で
あ
る
。
江
戸
ま
で

の
信
使
逓
送
は
な
く
、
人
馬
動
員
令
は
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　

文
化
国
役
令

一
此
度
朝
鮮
信
使
対
州
迄
来
聘
に
付
、
諸
御
普
請
其
外
惣
入
用

之
内
、
六
十
余
州
御
料
私
領
村
高
百
石
に
付
金
壱
両
つ
つ
国

役
掛
り
候
所
、
右
金
高
当
辰
年
よ
り
来
申
年
迄
、
五
ヶ
年
に

割
合
、
一
ヶ
年
分
村
高
百
石
に
付
永
弐
百
文
宛
懸
り
候
筈
に
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候
、

一
国
々
之
内
、
禁
裏
御
料
之
内
、
仙
洞
御
領
方
門
跡
方
公
家
衆

家
領
御
朱
印
地
寺
社
領
、
其
外
前
々
よ
り
訳
有
之
、
高
懸
り

諸
役
免
除
高
等
之
分
除
之
、
拝
領
高
込
高
改
出
新
田
高
へ
掛

り
、
山
城
大
和
近
江
丹
波
は
京
都
町
奉
行
、
摂
津
河
内
和
泉

播
磨
は
大
坂
町
奉
行
へ
、納
方
日
限
并
手
形
案
文
等
御
問
合
、

指
図
之
上
、
右
両
所
之
内
へ
御
納
可
有
之
候
、
右
八
ヶ
国
之

外
は
、
一
同
於
江
戸
、
懸
り
御
代
官
左
之
名
前
之
内
へ
、
納

日
限
手
形
案
文
等
、
当
辰
八
月
中
迄
に
御
問
合
、
前
同
断
金

銀
之
内
、
其
所
之
通
用
次
第
、
尤
銀
相
場
同
断
之
積
に
て
、

御
納
可
有
之
候
事
、

一
右
高
掛
り
金
紋
相
済
候
上
、
別
紙
案
文
之
通
、
美
濃
紙
帳
面

壱
冊
、
并
納
済
候
節
之
請
取
手
形
共
、
大
手
御
番
所
後
御
勘

定
所
へ
御
差
出
可
有
之
候
事
、
掛
り
御
代
官
名
前
左
之
通

　
　

大
貫
次
右
衛
門　

川
崎
平
右
衛
門　

浅
岡
彦
四
郎

　
　

野
田
源
五
郎　

恩
田
新
八
郎

　
　
　

辰
四
月

�

（『
通
航
一
覧
』
巻
百
十
八
）

　

文
化
度
の
国
役
金
制
度
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
従
来
の
国
役
金

制
度
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
御
料
・
私
領
を
問
わ

ず
「
国
役
係
り
」
す
な
わ
ち
一
国
単
位
で
一
律
総
高
割
り
で
、
百
石

に
付
金
１
両
（
毎
年
年
永
二
百
文
、,

五
年
年
賦
）
を
課
し
、
上
方

８
ケ
国
は
京
都
町
奉
行
所
・
大
坂
町
奉
行
所
、
８
ケ
国
以
外
の
国
は

江
戸
の
担
当
代
官
に
納
入
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

　

文
化
度
の
国
役
金
制
度
が
従
来
の
そ
れ
と
最
大
に
異
な
る
点
は
、

賦
課
対
象
国
を
一
六
（
あ
る
い
は
一
五
）
ケ
国
に
限
定
せ
ず
、
い
っ

き
ょ
に
「
六
十
餘
州
」
に
広
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
国
役
金
は

全
国
す
べ
て
の
国
に
課
せ
ら
れ
る
税
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
化
度
の
国
役
金
は
「
諸
普
請
其
外
惣
入
用
」
を
名
目
と
し
あ
げ

る
が
、そ
の
内
容
に
は
朝
鮮
人
御
用
と
の
関
連
を
示
す
も
の
は
な
い
。

免
除
規
定
に
は
、
従
来
の
免
除
規
定
に
み
ら
れ
た
朝
鮮
人
接
待
に
か

か
わ
る
項
目
は
一
切
な
く
幕
府
の
一
般
的
高
役
金
免
除
項
目
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

文
化
度
の
国
役
令
が
発
令
さ
れ
る
２
年
前
、
文
化
三
年
に
、
幕
府

内
部
で
通
信
使
来
聘
経
費
の
支
弁
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
を
大
名
の
高
役

出
金
と
国
役
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
の
か
、
朝
鮮
人
接
待
準
備
に
必

要
と
さ
れ
る
諸
業
務
を
直
接
命
じ
て
行
う
の
か
、二
案
が
検
討
さ
れ
、

大
名
高
役
出
金
・
国
役
金
に
よ
る
案
に
決
定
さ
れ
た
。（
ち
な
み
に
、

こ
こ
に
い
う
大
名
高
役
金
と
は
易
地
聘
礼
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
な
く

な
っ
た
乗
馬
・
馬
具
の
提
供
に
代
わ
る
大
名
課
役
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
）。
幕
府
は
こ
の
決
定
を
ふ
ま
え
、
大
名
高
役
出
金
と
国
役
金
に

よ
る
収
入
金
の
見
積
も
り
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
国
役
金
の

部
分
に
つ
い
て
の
み
記
す
。
掛
り
高
を
「
弐
千
五
百
弐
拾
万
九
千
石
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余　

惣
国
役
金
」
と
し
、
高
百
石
に
付
金
１
両
と
し
て
「
此
金
弐
拾

五
万
弐
千
九
拾
両
余
」
の
収
入
を
見
積
も
っ
て
い
る
。
国
役
金
の
掛

け
高
２
５
２
０
万
９
０
０
０
石
余
は
、
元
禄
郷
帳
の
総
石
高
２
５
７

８
万
石
余
か
ら
禁
裏
料
以
下
の
諸
役
免
除
高
を
差
し
引
い
た
額
に
近

似
す
る）

３0
（

。
文
化
度
国
役
令
は
、「
諸
御
普
請
其
外
惣
入
用
」
は
名
目

に
す
ぎ
ず
、
国
役
金
を
全
国
総
石
高
に
課
し
、
そ
の
収
入
金
を
幕
府

財
源
に
あ
て
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

国
役
金
は
、
享
保
度
、
人
馬
賃
金
銭
を
賄
う
も
の
と
し
て
設
定
さ

れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
租
税
的
要
素
を
も
つ
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し

た
。
延
享
度
、
宝
暦
度
と
固
定
化
さ
れ
る
な
か
で
そ
の
要
素
は
一
層

強
ま
り
、
文
化
度
に
至
っ
て
租
税
そ
の
も
の
に
転
化
し
た
と
い
え
よ

う
。む

す
び

　

以
上
、
本
稿
で
は
天
和
度
か
ら
文
化
度
に
い
た
る
朝
鮮
人
国
役
令

の
変
遷
の
整
理
を
試
み
た
。
最
後
に
そ
の
結
果
を
要
約
し
た
図
式
を

提
示
す
る
。
図
で
は
人
馬
動
員
令
を
Ａ
、
国
役
金
徴
集
令
を
Ｂ
と
す

る
。

　
　

国
役
令
の
変
遷

○
天
和
令　

―
―
Ａ
（
正
人
馬
動
員
）

　
　

↓

○
正
徳
令　

―
―
Ａ
（
正
人
馬
動
員
）

　
　

↓

○
享
保
令

　

Ａ
（
町
人
一
括
請
負
）
―
―
Ｂ
（
一
六
ケ
国
指
定
）

　
　

↓

○
延
享
令

　

Ａ
（
正
人
馬
動
員
）
―
―
―
Ｂ
（
一
五
ケ
国
指
定
）　

　
　

↓

○
宝
暦
令

　

Ａ
（
対
馬
藩
一
括
請
負
）
―
Ｂ
（
一
六
ケ
国
指
定
）

　
　

↓

○
文
化
令
―
―
Ｂ
（
総
国
指
定
）

　

こ
の
図
式
に
よ
り
、
朝
鮮
人
国
役
令
の
変
遷
に
お
い
て
、
享
保
度

が
転
換
点
と
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
国
役
令

は
Ａ
の
単
独
法
令
で
あ
っ
た
の
が
、
享
保
度
に
Ａ
，
Ｂ
を
併
用
す
る

方
式
が
成
立
し
、
以
後
、
こ
の
方
式
は
固
定
化
さ
れ
国
役
令
の
な
か

で
Ｂ
の
し
め
る
比
重
は
増
大
化
す
る
。
結
果
、
文
化
国
役
令
は
Ｂ
単

独
法
令
に
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
人
国
役
令
は
、
一
三
〇
年
を

経
て
、
天
和
の
人
馬
動
員
単
独
法
令
→
文
化
の
国
役
金
徴
集
単
独
法

令
を
も
っ
て
終
焉
し
た
の
で
あ
る
。
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正
徳
度
、
朝
鮮
通
信
使
招
聘
を
主
導
し
た
新
井
白
石
は
、
大
名
課

役
の
鞍
具
・
馬
を
商
人
請
負
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
荻
原
重
秀
の

提
案
を
「
か
か
る
事
ど
も
、
国
体
に
し
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
斥
け

た）
３1
（

。
こ
こ
に
は
朝
鮮
通
信
使
の
招
聘
、
接
待
を
全
国
支
配
者
た
る
幕

府
が
執
り
行
う
公
的
な
国
家
事
業
と
認
識
し
、
そ
れ
を
民
間
人
に
任

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
強
い
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。

　

以
後
、
朝
鮮
通
信
使
に
対
す
る
こ
う
し
た
認
識
は
幕
閣
内
で
衰
微

し
て
い
く
。
文
化
度
の
易
地
聘
礼
以
後
も
、
通
信
使
招
聘
の
実
現
を

め
ざ
す
幕
府
と
朝
鮮
の
交
渉
は
続
け
ら
れ
た
が
遂
に
実
現
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
人
国
役
令
も
文
化
度
国
役
令
を
最
後
に
二
度

と
発
令
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
天
和
度
か
ら
文
化
度
に
発
令
さ
れ
た
朝
鮮
人
国
役
令
を

時
系
列
に
整
理
し
、
そ
の
変
遷
を
概
観
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、

し
た
が
っ
て
各
時
期
の
国
役
令
発
令
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的

背
景
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
人
馬
割
代
官
に
つ
い
て
も
そ

の
変
遷
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
。
ま
た
、
国
役
令
が
各
地
域
に
お
い

て
い
か
に
実
現
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
例
示
に
と
ど
め
た
。
こ

れ
ら
の
問
題
は
後
日
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
る
。

�

（
う
え
む
ら 

じ
ゅ
ん
ぞ
う 

東
海
地
方
朝
鮮
通
信
使
研
究
会
会
員
）

註
（
１
）�

荒
野
泰
典
「
朝
鮮
通
信
使
の
終
焉
」「
歴
史
評
論
」
３
５
５
号

　

（
２
）�「
朝
鮮
人
国
役
」
な
る
概
念
用
語
は
一
般
的
で
は
な
い
。
本
稿
で

は
山
口
啓
二
『
鎖
国
と
開
国
』（
岩
波
書
店
１
９
９
３
）「
第
２
講

近
世
の
武
家
政
権
と
伝
統
的
権
威
」
に
よ
っ
た
。
氏
は
将
軍
の
日

光
社
参
寄
人
馬
が
御
料
・
私
領
に
関
わ
り
な
く
国
郡
単
位
で
課
せ

ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
と
類
似
す
る
も
の
と
し
て
「
朝
鮮

人
国
役
」
や
「
琉
球
人
国
役
」
を
あ
げ
て
い
る
。

　

（
３
）�

土
田
良
一
「
朝
鮮
使
節
と
大
名
課
役
」（「
地
方
史
研
究
」
２
７
５

号
）、
同
「
朝
鮮
通
信
使
通
行
時
の
鞍
馬
・
鞍
皆
具
役
」（「
日
本

歴
史
」
６
１
０
号
）、
池
内
敏
「
寛
永
か
ら
享
保
に
至
る
道
中
人

馬
役
」（『
大
君
外
交
と
武
威
』
名
古
屋
大
学
出
版
会　

２
０
０
６　

第
１
部
補
論
１
、）、
横
山
恭
子
「
加
賀
藩
の
朝
鮮
人
御
用
に
み
る

公
文
書
」（
大
石
学
編
『
近
世
公
文
書
論
』
岩
田
書
院　

２
０
０

８ 

所
収
）、
同
「
近
世
中
期
朝
鮮
通
信
使
の
乗
馬
調
達
」（「
朝
鮮

学
報
」
２
１
３
号
）
等

　

（
４
）�

第
１
次
慶
長
度
か
ら
第
６
次
明
暦
度
の
ま
と
ま
っ
た
幕
府
に
よ
る

人
馬
動
員
令
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
検
出
出
来
な
か
っ
た
。

　

（
５
）�

上
方
８
ケ
国
は
、
山
城
・
近
江
を
除
き
信
使
陸
路
の
経
路
に
あ
た

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
方
八
ケ
国
の
国
役
令
施
行
方
式
は
径

路
七
ケ
国
と
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
後
者

を
考
察
の
対
象
と
し
、
前
者
の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

　

（
６
）�

尾
張
が
人
馬
動
員
し
た
こ
と
は
、
土
田
良
一
（『
近
世
日
本
の
国

家
支
配
と
街
道
』
文
献
出
版
２
０
０
１　

第
４
章
第
３
節
「
尾
張

国
の
助
郷
」）
の
指
摘
が
あ
る
。

　

（
７
）�「（
天
和
二
年
）
朝
鮮
人
来
朝
記
録
」
国
立
公
文
書
館
蔵

　

（
８
）�「
裸
馬
」「
裸
背
馬
」
は
大
名
課
役
の
鞍
皆
具
を
乗
せ
る
た
め
村
々
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か
ら
動
員　

さ
れ
た
馬
で
あ
る
。

　

（
９
）�『
田
原
藩
日
記　

第
１
巻
』（
田
原
町
編　

１
９
８
７
）
天
和
２
・

７
・
29
日
条
、
同
９
・
13
日
条

　

（
10
）�『
赤
羽
根
の
古
文
書　

近
世
史
料
編
』（
赤
羽
根
町
史
編
さ
ん
委
員

会
編　

２
０
０
５
）
２
８
２
、
２
８
３
史
料

　

（
11
）�「
享
保
四
年　

御
触
状
留
帳
」（『
刈
谷
町
庄
屋
留
帳
』
刈
谷
市
教

育
委
員
会
編　

１
９
７
６
）
所
収

　

（
12
）�『
近
世
交
通
史
料
集　

三
』（
校
訂
児
玉
幸
多　

吉
川
弘
文
館　

１

９
６
８
）
所
収

　

（
13
）�「
御
伝
馬
方
旧
記
」　

（
12
）
に
同
じ
。

　

（
14
）�

深
井
甚
三
『
幕
藩
制
下
陸
上
交
通
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

１

９
９
４
）
第
二
編
第
一
章
二
「
元
禄
・
宝
永
期
の
宿
駅
助
郷
政
策
」

　

（
15
）�

土
田
良
一
『
近
世
宿
駅
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

１
９
９
４
）
第
二
章
「
東
海
道
の
助
郷
」

　

（
16
）
正
徳
度
、
助
郷
制
の
確
立
を
ふ
ま
え
動
員
方
式
が
宿
駅
・
助
郷
体

制
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
土
田
（
註
（
15
）
論
文
）
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
天
和
度
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

　

（
17
）�『
新
修　

垂
井
町
史　

通
史
編
』（
垂
井
町
編　

１
９
９
６
）
第
五

章
第
四
節
「
垂
井
町
と
交
通
」

　

（
18
）�

注
（
11
）
に
同
じ

　

（
19
）�

渡
辺
和
敏「
朝
鮮
通
信
使
の
通
行
」（「
静
岡
県
史
研
究　

第
九
号
」）

　

（
20
）�

土
田
は
（
註
（
６
）
著
書
第
一
章
第
三
節
三
「
国
役
と
国
役
金
」）、

天
和
・
正
徳
の
動
員
は
町
人
請
負
で
な
さ
れ
、
そ
の
入
用
賃
金
は

役
金
で
国
割
・
郡
割
で
徴
集
さ
れ
た
と
す
る
が
、
信
使
径
路
の
七

国
で
、
国
・
郡
単
位
で
役
金
を
命
じ
た
事
例
は
確
認
出
来
な
い
。

　

（
21
）�『
通
航
一
覧
』
巻
五
十
八

　

（
22
）�『
通
航
一
覧
』
巻
三
十
九

　

（
23
）�

静
岡
市
下
島　

長
田
家
文
書
「
朝
鮮
御
用
・
琉
球
人
御
用
御
役
勤

之
覚
」
こ
の
史
料
は
註
（
19
）
渡
辺
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

（
24
）�「
延
享
三
丙
寅
年　

朝
鮮
人
一
件
御
用
留
帳
」（『
寒
川
町
史
２　

資
料
編
近
世
２
』
所
収
）

　

（
25
）�

享
保
度
は
町
人
請
負
に
よ
っ
て
人
馬
動
員
が
な
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
動
員
指
定
15
ケ
国
か
ら
は
ず
さ
れ
た
尾
張
も
国
役
金
は
課

税
対
象
国
と
な
る
。

　

（
26
）�

註
（
24
）
に
同
じ

　

（
27
）�『
寒
川
町
史
２　

資
料
編
近
世
２
』
所
収

　

（
28
）�「
櫛
田
家
文
書
」
は
現
在
写
真
版
を
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
が
保

管
し
整
理
中
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
利
用
し
た
二
冊
の
写
真

版
は
櫛
田
家
の
了
承
を
え
て
、
コ
ピ
ー
し
て
清
須
市
が
保
管
し
て

い
る
。
本
稿
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。

　

（
29
）�

註
（
28
）
に
同
じ
。

　

（
30
）�

文
化
三
年
の
国
役
金
を
め
ぐ
る
幕
府
内
部
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

藤
田
覚
『
近
世
史
料
論
の
世
界
』（
校
倉
書
房　

２
０
１
２
）
第

五
章
「
国
高
と
石
高
」
に
よ
っ
た
。

　

（
31
）�『
折
た
く
柴
の
記
』
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（別表） 人　馬　割　代　官

天和度（第７次）人馬割代官配置
信使行程 人馬割代官配置
泊　山城　淀 ○淀
泊　山城　京 ↓
休　近江　大津 ↓ 平野藤次郎（山城）・吉川半兵衛（近江・石部）
泊　近江　守山 ↓
休　近江　八幡 ↓
泊　近江　彦根 ○彦根
休　美濃　今須
泊　美濃　大垣 ○大垣
休　美濃　墨俣 ↓ 杉田九郎兵衛（美濃・笠松）・石原清左衛門（美濃・下笠）
泊　尾張　名古屋 ○名古屋
休　尾張　鳴海
泊　三河　岡崎 ○岡崎
休　三河　赤坂 ↓
泊　三河　吉田 ↓ 鳥山牛之助（三河・大浜）・鈴木八右衛門（三河・牛久保）
休　遠江　新居 ↓
泊　遠江　浜松 ○浜松
休　遠江　見付 ↓

松平市右衛門（遠江・中泉）・市野惣大夫（遠江・市野）
泊　遠江　掛川 ○掛川
休　遠江　金谷 ↓

雨宮堪兵衛（遠江・川井）・平野三郎右衛門（遠江・加茂）
泊　駿河　藤枝 ○藤枝
休　駿河　府中 ↓ 井出治左（右）衛門（駿河・大宮）・

大草太郎左衛門（遠江・新貝）泊　駿河　江尻 ○江尻
休　駿河　吉原 ↓

古郡文右衛門（駿河・駿府）・万年三左衛門（遠江・川尻）
泊　伊豆　三島 ○三島
休　相模　箱根 ↓

伊奈兵右衛門（伊豆・三嶋）・江川太郎左衛門（伊豆・韮山）
泊　相模　小田原 ○小田原
休　相模　大磯 ↓
泊　相模　藤沢 ↓ 成瀬五左衛門（相模・中原）・坪井治右衛門（相模・中原）
泊　武蔵　神奈川 ○神奈川
休　武蔵　品川 ↓

伊奈半十郎（武蔵・赤山）
泊　武蔵　江戸 ○江戸
　　国立公文書館所蔵「朝鮮人来朝記録」より作成
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正徳度（第８次）人馬割代官配置
京・淀
↓ 竹村太郎左衛門（肥後　富岡）

都筑小三郎（石見　大森）

↑ 平岡孫市（美作　高田）
遠州新居
遠州舞坂
↓ 雨宮勘兵衛（関東　江戸）

野田三郎左衛門（関東　江戸）

↑ 樋口又重郎（関東　江戸）
江戸
『静岡県史　資料編13　近世五』243文書より作成

延享度（第10次）人馬割代官配置
大坂・淀・大垣・舞坂・浜松
・江尻・藤沢

佐々新十郎（石見　大森）　蓑笠之助（関東　江戸）

守山・吉田・藤枝・小田原 蔭山外記（出羽　尾花沢）　川田玄蕃（備中　笠岡）
京・岡崎・掛川・三嶋 山本平八郎（出羽　寒河江）　筧伝五郎（陸奥　塙）
『通航一覧　巻四十』より作成

宝暦度（第11次）人馬割代官

人馬割役御免

真野惣十郎（三河　赤坂）
辻六郎左衛門（摂津　大坂）
前沢藤十郎（関東　江戸）
横山伝右衛門（陸奥　桑折）
内方鉄五郎（関東　江戸）
小田切新五郎（駿河　駿府）

清洲　櫛田家史料より作成

代官（　）内の管轄地は西沢淳男編『江戸幕府代官履歴辞典』（岩田書院）によった。


